
山
梨
県
公
報
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外
　
　
第
四
十
一
号
　
　
令
和
五
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十
月
二
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
第
四
十
一
号

令
和
五
年十

月
二
十
日

金　曜　日

目

次

規

則

○
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

三

○
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

三

　
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
三
十
号

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
本
庁
に
置
か
れ
る
職
の
欄
中
「
会
計
管
理
者
」
の
下
に
「
、
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統

括
官
」
を
、
「
次
長
」
の
下
に
「
、
事
務
局
次
長
」
を
加
え
、
「
感
染
症
対
策
企
画
監
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
対
策
監
」
を
「
人
口
減
少
危
機
対
策
監
、
人
口
減
少
調
査
監
、
感
染
症
対
策
監
」
に
改
め
、

「
、
D
X
推
進
監
」
を
削
り
、
「
二
拠
点
居
住
推
進
監
」
を
「
情
報
政
策
推
進
監
、
D
X
推
進
監
」
に

改
め
、
「
、
企
画
監
補
佐
」
を
削
り
、
「
対
策
監
補
佐
」
の
下
に
「
、
調
査
監
補
佐
」
を
加
え
、
「
地

域
ブ
ラ
ン
ド
・
D
X
統
括
官
」
を
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
・
広
聴
広
報
統
括
官
」
に
改
め
、
「
富
士
山
火
山

防
災
監
」
の
下
に
「
、
ス
ポ
ー
ツ
戦
略
推
進
監
」
を
、
「
政
策
企
画
監
」
の
下
に
「
、
未
来
創
造
推
進

監
」
を
加
え
、
「
未
来
創
造
推
進
監
」
を
「
情
報
シ
ス
テ
ム
専
門
監
」
に
改
め
、
「
、
情
報
シ
ス
テ
ム

専
門
監
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
一
号

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
中
「
設
置
さ
れ
た
」
の
下
に
「
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
、
」
を
、
「
局
」
の
下
に

「
、
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
部
等
（
」
の
下
に
「
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
及
び
」
を
加
え
る
。

第
九
条
中
「
感
染
症
対
策
企
画
グ
ル
ー
プ
」
を
「
人
口
減
少
危
機
対
策
企
画
グ
ル
ー
プ
、
感
染
症
対

策
グ
ル
ー
プ
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
局
長
」
の
下
に
「
、
事
務
局
長
」
を
加
え
、
「
又
は
」
を
「
、
D
X
・
情
報
政
策
推

進
統
括
官
又
は
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
部
等
（
」
の
下
に
「
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
、
」
を
加
え
、
「
及

び
」
を
「
、
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
及
び
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
三
を
第
十
二
条
の
五
と
し
、
第
十
二
条
の
二
を
第
十
二
条
の
三
と
し
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

（
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
等
）

第
十
二
条
の
四
　
本
庁
に
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
を
置
く
。

2
　
本
庁
に
必
要
に
応
じ
、
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
を
補
佐
す
る
次
長
を
置
く
。

3
　
本
庁
に
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
を
補
佐
す
る
情
報
政
策
推
進
監
及
び
D
X
推
進
監
を
置

く
。

4
　
本
庁
に
必
要
に
応
じ
、
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
を
補
佐
す
る
参
事
、
主
幹
、
管
理
監
、
推

進
監
補
佐
、
副
主
幹
、
主
査
又
は
副
主
査
を
置
く
。

5
　
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
上
司
の
命
を
受
け
て
特
定
か
つ
重
要
な
事
項

を
専
門
的
に
担
当
す
る
職
を
置
く
。

6
　
前
項
の
職
の
名
称
は
、
別
に
定
め
る
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
事
務
局
長
等
）

第
十
二
条
の
二
　
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
に
事
務
局
長
を
置
く
。

2
　
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
に
必
要
に
応
じ
、
事
務
局
次
長
を
置
く
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
一
号
　
　
令
和
五
年
十
月
二
十
日

二

リ
ニ
ア
未
来
創
造
・
推
進
監
」
に
、
「
感
染
症
対
策
企
画
監
等
」
を
「
人
口
減
少
危
機
対
策
監
等
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
感
染
症
対
策
企
画
監
等
」
を
「
人
口
減
少
危
機
対
策
監
等
」
に
改
め
、
同
条

第
五
項
中
「
企
画
監
補
佐
、
対
策
監
補
佐
」
を
「
対
策
監
補
佐
、
調
査
監
補
佐
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
の
部
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

人
口
減
少

危
機
対
策

本
部
事
務

局

人
口
減
少
危

機
対
策
企
画

グ
ル
ー
プ

一
　
人
口
減
少
危
機
対
策
の
総
合
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
二
拠
点
居
住
及
び
移
住
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

人
口
減
少
調

査
研
究
グ
ル

ー
プ

一
　
人
口
減
少
危
機
対
策
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
分
析
に
関
す

る
こ
と
。

二
　
地
方
創
生
の
推
進
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
の
部
感
染
症
対
策
企
画
グ
ル
ー
プ
の
項
中
「
感
染
症
対

策
企
画
グ
ル
ー
プ
」
を
「
感
染
症
対
策
グ
ル
ー
プ
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
五
号
中
「
（
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
移
行
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
の
部
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
グ
ル
ー
プ
の
項
を
削

り
、
同
表
知
事
政
策
局
の
部
政
策
企
画
グ
ル
ー
プ
の
項
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

八
　
土
地
利
用
に
係
る
総
合
的
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
土
地
の
価
格
、
不
動
産
鑑
定
業
及
び
遊
休
土
地
等
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
水
資
源
の
調
査
、
水
需
給
計
画
及
び
水
需
給
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
土
地
開
発
公
社
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
首
都
圏
整
備
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
知
事
政
策
局
の
部
D
X
推
進
グ
ル
ー
プ
の
項
及
び
二
拠
点
居
住
推
進
グ
ル
ー
プ

の
項
を
削
り
、
同
表
総
務
部
の
部
情
報
政
策
課
の
項
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
規
定
に
よ
る
機
関

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
そ
の
機
関
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
規
定
に
よ
る
相
当
の
機
関
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
そ
の
機
関
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

3
　
事
務
局
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
内
の
事
務
を
掌
理
し
、
所

属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

4
　
事
務
局
次
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
の
所
掌
事
務
を
整
理
し
、
事
務
局
長
を
補
佐
し
、
並
び

に
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
内
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
調
整
の
事
務
を
整
理

す
る
。

5
　
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
に
必
要
に
応
じ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
を
置
き
、
そ
の
職
務

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
企
画
調
整
主
幹
　
上
司
の
命
を
受
け
、
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
に
参
画
し
、
及
び
調
整

を
し
、
又
は
特
定
事
項
を
処
理
す
る
。

二
　
主
幹
　
上
司
の
命
を
受
け
、
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
内
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
の

企
画
に
参
画
し
、
及
び
調
整
を
し
、
又
は
特
定
事
項
を
処
理
す
る
。

三
　
副
主
幹
、
主
査
又
は
副
主
査
　
上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
務
を
処
理
す
る
。

6
　
第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
に
必

要
に
応
じ
、
上
司
の
命
を
受
け
て
特
定
か
つ
重
要
な
事
項
を
専
門
的
に
担
当
す
る
職
を
置
く
。

7
　
前
項
の
職
の
名
称
は
、
別
に
定
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
・
D
X
統
括
官
」
を
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
・
広
聴
広
報
統
括

官
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
」
を
「
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
、
感
染
症

対
策
セ
ン
タ
ー
、
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
」
を
「
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
、
感

染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
項
の
表
感
染
症
対
策
企
画
グ
ル
ー
プ
の
項
中
「
感
染
症
対
策
企
画

グ
ル
ー
プ
」
を
「
感
染
症
対
策
グ
ル
ー
プ
」
に
、
「
感
染
症
対
策
企
画
監
」
を
「
感
染
症
対
策
監
」
に

改
め
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

人
口
減
少
危
機
対
策
企
画
グ
ル
ー
プ

人
口
減
少
危
機
対
策
監

人
口
減
少
調
査
研
究
グ
ル
ー
プ

人
口
減
少
調
査
監

第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
表
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
グ
ル
ー
プ
の
項
、
D
X
推
進
グ
ル
ー
プ
の

項
及
び
二
拠
点
居
住
推
進
グ
ル
ー
プ
の
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
」
を

「
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
、
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
「
、
企
画
監
補
佐
」
を
削

り
、
「
対
策
監
補
佐
」
の
下
に
「
、
調
査
監
補
佐
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
感
染
症
対
策
企
画

監
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
監
」
を
「
人
口
減
少
危
機
対
策
監
、
人
口
減
少
調
査
監
、
感
染
症
対

策
監
」
に
、
「
、
D
X
推
進
監
、
リ
ニ
ア
未
来
創
造
・
推
進
監
及
び
二
拠
点
居
住
推
進
監
」
を
「
及
び



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
一
号
　
　
令
和
五
年
十
月
二
十
日

三

第
二
条
第
一
号
中
「
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
」
の
下
に
「
事
務
局
長
、
組
織
規
則
第
十

二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
「
第
十
二
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項

に
規
定
す
る
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第

二
号
中
「
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
」
の
下
に
「
事
務
局
次
長
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三

第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
「
第
十
二
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

る
次
長
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
五
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
室
長
」
の
下
に
「
、
組
織

規
則
第
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
政
策
推
進
監
及
び
D
X
推
進
監
」
を
加
え
、
「
第
十
二

条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
三
項
」
に
、
「
感
染
症
対
策
企
画
監
等
」
を
「
人
口
減
少
危

機
対
策
監
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
室
長
補
佐
」
の
下
に
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
四
第
四

項
に
規
定
す
る
管
理
監
」
を
加
え
、
「
第
十
二
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
四
項
」
に
改

め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
十
二
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
十
二
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
推
進
監
補

佐
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
五
第
四
項
」
に
改
め
、
「
企
画
監
補
佐
、
」
を
削
り
、
「
対
策
監
補
佐
」

の
下
に
「
、
調
査
監
補
佐
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
二
の
部
2
の
項
中
「
、
主
幹
、
副
主
幹
、
主
査
及
び
副
主
査
」
の
下
に
「
並
び
に
組
織

規
則
第
十
二
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
企
画
調
整
主
幹
、
主
幹
、
副
主
幹
、
主
査
及
び
副
主
査
並
び

に
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
企
画
調
整
主
幹
、
主
幹
、
副
主
幹
、
主
査
及
び
副
主

査
並
び
に
組
織
規
則
第
十
二
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
参
事
及
び
主
幹
並
び
に
組
織
規
則
第
十
二
条

の
五
第
四
項
に
規
定
す
る
主
幹
」
を
加
え
、
同
部
3
の
項
中
「
い
う
」
を
「
い
い
、
組
織
規
則
第
三
条

に
規
定
す
る
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
及
び
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括
官
を
含
む
」

に
、
「
八
の
部
」
を
「
九
の
部
」
に
改
め
、
同
部
4
の
項
並
び
に
同
表
三
の
部
4
の
項
及
び
五
の
部
4

の
項
中
「
2
の
項
及
び
3
の
項
」
を
「
1
の
項
か
ら
3
の
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
備
考
1
中
「
本

庁
」
の
下
に
「
（
組
織
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
及
び
男
女
共
同
参

画
・
共
生
社
会
推
進
統
括
官
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
三
号

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管

理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

3
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
別
に
発
令

さ
れ
な
い
者
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

知
事
政
策
局
二
拠
点
居
住
推
進
グ
ル
ー
プ

人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
人
口
減
少
危

機
対
策
企
画
グ
ル
ー
プ

感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
感
染
症
対
策
企
画
グ
ル

ー
プ

感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
感
染
症
対
策
グ
ル
ー
プ

（
山
梨
県
公
有
財
産
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

4
　
山
梨
県
公
有
財
産
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
規
定
す
る
部
長
」
の
下
に
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
事
務
局
長
」
を
加
え
、
「
第
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、

「
感
染
症
対
策
統
轄
官
」
の
下
に
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
D
X
・
情
報

政
策
推
進
統
括
官
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推

進
統
括
官
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
長
」
の
下
に
「
、
組
織

規
則
第
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
政
策
推
進
監
及
び
D
X
推
進
監
、
組
織
規
則
第
十
二

条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
監
及
び
外
国
人
活
躍
推
進
監
」
を
加

え
、
「
政
策
参
事
等
」
を
「
人
口
減
少
危
機
対
策
監
等
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
職
員
の
特
別
褒
賞
金
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

5
　
山
梨
県
職
員
の
特
別
褒
賞
金
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
局
長
」
の
下
に
「
、
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
に
あ
つ
て
は

事
務
局
長
」
を
、
「
感
染
症
対
策
統
轄
官
」
の
下
に
「
、
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
に
あ
つ
て

は
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
」
を
加
え
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
二
号

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
一
号
　
　
令
和
五
年
十
月
二
十
日

四

二
号
中
「
第
十
二
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
政
策
推
進
監
及
び

D
X
推
進
監
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
五
第
三
項
」
に
、
「
感
染
症
対
策
企
画
監
等
」
を
「
人
口
減
少

危
機
対
策
監
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
一
条
　
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
山
梨
県
規
則
第
三

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「親

族

」
を
「同

居
親
族
等

」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
」
を
「
同
居
親
族
等
」
に
、
「
親
族
を
い
う
。
以

下
」
を
「
同
居
親
族
等
を
い
う
。
第
三
号
及
び
第
八
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同

項
第
三
号
中
「
親
族
」
を
「
同
居
親
族
等
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
親
族
」
を
「
同
居
親
族
等
」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
の
二
中
「親

族

」
を
「同

居
親
族
等

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
提
出
さ
れ
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住

宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
賃
貸
借
契
約

書
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規

則
に
定
め
る
相
当
様
式
に
よ
る
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
賃
貸
借
契
約
書
と
み
な
す
。

3
　
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
提
出
さ
れ
た
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び

管
理
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
山
梨
県
営
住
宅
賃
貸
借
契
約
書
及
び
山
梨
県
準
特
定
優

良
賃
貸
住
宅
賃
貸
借
契
約
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
営
住
宅
設

置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
相
当
様
式
に
よ
る
山
梨
県
営
住
宅
賃
貸
借
契
約
書
及
び
山
梨

県
準
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
賃
貸
借
契
約
書
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
」
の
下
に
「
事
務
局
長
、
組
織
規
則
第
十

二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
「
第
十
二
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項

に
規
定
す
る
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第


